
議案第８０号

１ 議 案 名

徳島県立学校規則及び徳島県立高等学校通信教育規則の一部を改正する規則

について

２ 制定理由

学校教育法施行規則の一部改正等による高等学校、中等教育学校の後期課程

及び特別支援学校の高等部における学習指導要領の改訂に伴う移行措置が完了

したことに伴い、関係規則について所要の整理を行う必要がある。

学校教育課



徳島県立学校規則及び徳島県立高等学校通信教育規則

の一部を改正する規則について

学 校 教 育 課
特別支援教育課

１ 規則改正の理由

学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）の一部改正等による高等学校，

中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における学習指導要領の改訂に伴う

移行措置（※）が完了したことに伴い，関係規則について所要の整理を行う必要がある。

（※）新しい学習指導要領への円滑な移行のため，移行期間（平成３１年４月１日（一

部については令和２年４月１日）から新しい学習指導要領が適用されるまでの間）

において，次の教科等については，新しい学習指導要領を先行実施するというもの。

①「総合的な探究の時間」（移行前の教科等：「総合的な学習の時間」）

適用者：平成３１年度以降に高等学校（通信制含む。），中等教育学校の後期

課程及び特別支援学校の高等部に入学した生徒

②「特別の教科である道徳」（移行前の教科等：「道徳」）

適用者：令和２年度以降に特別支援学校の高等部に入学した知的障がい者で

ある生徒

２ 規則改正の概要

（１）徳島県立学校規則（昭和３３年徳島県教育委員会規則第３号）の一部改正

ア 高等学校及び中等教育学校の後期課程の指導計画から「総合的な学習の時間」を

削除する。（第９条第３項関係）

イ 特別支援学校の指導計画から「道徳」を削除する。（第９条第４項関係）

ウ 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部において認定され

る単位から「総合的な学習の時間」を削除する。（第３１条の２第１項及び第２項関係）

（２）徳島県立高等学校通信教育規則（昭和３３年徳島県教育委員会規則第４号）の一部

改正

高等学校の通信教育において履修させる科目及びその評価並びに卒業に係る規定か

ら「総合的な学習の時間」を削除する。（第５条，第１３条第２項及び第１４条第１項関係）

３ 施行期日（等）

令和５年４月１日
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規

学

校

教

育

課

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

担
当
者
名

武

田

浩

明

電
話
番
号

三

一

三

七

制
定
理
由

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
等
に
よ
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特

別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
う
移
行
措
置
が
完
了
し
た
こ
と
に
伴

い
、
関
係
規
則
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
学
習
指
導

要
領
の
改
訂
に
伴
う
移
行
措
置
が
完
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
所
要
の

整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
立
学
校
規
則

２

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

予
算
上
の
措
置

関
係
法
規

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
文
部

科
学
省
令
第
二
十
八
号
）

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る

現
行
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
特
例
を
定
め
る
件
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
七
十

二
号
）

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
令
第
三
号
）

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
新
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
の

間
に
お
け
る
現
行
特
別
支
援
学
校
高
等
部
学
習
指
導
要
領
の
特
例
を
定
め
る
告
示
（
平
成
三
十
一

年
文
部
科
学
省
告
示
第
十
五
号
）

法
令
審
査
会

要

・

否
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
立
学
校
規
則
及
び
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
分
校
を
含
む
。
以
下
」
に
改
め
、
「
（
分
校
を
含
む
。
）
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
以
下
」
を
「
分
校
を
含
む
。
以
下
」
に
改
め
、
「
（
分
校
を
含
む
。
）
」
を
削

る
。第

九
条
第
三
項
中
「
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
道
徳
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
」
を
削
り
、
「
各
教
科
・
科
目
、
」
を

「
各
教
科
・
科
目
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
削
る
。

（
徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を
削
る
。

第
十
二
条
見
出
し
中
「
休
、
退
学
等
」
を
「
休
学
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
退
学
」
を
「
復
学
、
退

学
、
再
入
学
」
に
改
め
、
「
転
籍
」
の
下
に
「
、
登
校
停
止
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
を

削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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１

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
課
程
、
学
科
等
）

（
課
程
、
学
科
等
）

第
三
条

現
に
設
置
す
る
徳
島
県
立
高
等
学
校
（
分
校
を
含
む
。

第
三
条

現
に
設
置
す
る
徳
島
県
立
高
等
学
校
（

以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）

の
名
称

以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
（
分
校
を
含
む
。
）
の
名
称

、
課
程
、
学
科
、
類
及
び
所
在
地
は
、
別
表
第
一
か
ら
第
三
ま

、
課
程
、
学
科
、
類
及
び
所
在
地
は
、
別
表
第
一
か
ら
第
三
ま

で
の
と
お
り
と
す
る
。

で
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

現
に
設
置
す
る
徳
島
県
立
特
別
支
援
学
校
（
分
校
を
含
む
。

３

現
に
設
置
す
る
徳
島
県
立
特
別
支
援
学
校
（

以
下
「
特
別
支
援
学
校
」
と
い
う
。
）

の

以
下
「
特
別
支
援
学
校
」
と
い
う
。
）
（
分
校
を
含
む
。
）
の

名
称
、
部
、
学
科
、
対
象
と
す
る
障
が
い
種
別
及
び
所
在
地
は

名
称
、
部
、
学
科
、
対
象
と
す
る
障
が
い
種
別
及
び
所
在
地
は

、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
教
育
課
程
）

（
教
育
課
程
）

第
九
条

教
育
課
程
は
、
校
長
の
定
め
る
当
該
学
校
の
指
導
計
画

第
九
条

教
育
課
程
は
、
校
長
の
定
め
る
当
該
学
校
の
指
導
計
画

（
以
下
「
指
導
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
編
成
し
、
展

（
以
下
「
指
導
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
編
成
し
、
展

開
す
る
も
の
と
す
る
。

開
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
教
育
課
程
に

３

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
教
育
課
程
に

係
る
指
導
計
画
は
、
学
習
指
導
要
領
の
基
準
に
従
い
、
少
な
く

係
る
指
導
計
画
は
、
学
習
指
導
要
領
の
基
準
に
従
い
、
少
な
く

と
も
各
教
科
に
属
す
る
科
目
（
以
下
「
各
教
科
・
科
目
」
と
い

と
も
各
教
科
に
属
す
る
科
目
（
以
下
「
各
教
科
・
科
目
」
と
い

う
。
）

、
総
合
的
な
探
究
の
時
間
及

う
。
）
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
総
合
的
な
探
究
の
時
間
及

び
特
別
活
動
の
時
間
配
当
並
び
に
計
画
の
編
成
方
針
を
含
む
も

び
特
別
活
動
の
時
間
配
当
並
び
に
計
画
の
編
成
方
針
を
含
む
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
別
支
援
学
校
の
教
育
課
程
に
係
る
指
導
計
画
（
幼
稚
部
に

４

特
別
支
援
学
校
の
教
育
課
程
に
係
る
指
導
計
画
（
幼
稚
部
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
学
習
指
導
要
領
の
基
準
に
従
い
、

係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
学
習
指
導
要
領
の
基
準
に
従
い
、

少
な
く
と
も
各
教
科
又
は
各
教
科
・
科
目

、
特
別
の
教

少
な
く
と
も
各
教
科
又
は
各
教
科
・
科
目
、
道
徳
、
特
別
の
教

科
で
あ
る
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
総

科
で
あ
る
道
徳
、
外
国
語
活
動
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
総

合
的
な
探
究
の
時
間
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の
時
間
配
当

合
的
な
探
究
の
時
間
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の
時
間
配
当

並
び
に
計
画
の
編
成
方
法
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

並
び
に
計
画
の
編
成
方
法
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
単
位
の
認
定
）

（
単
位
の
認
定
）

第
三
十
一
条
の
二

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及

第
三
十
一
条
の
二

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及

び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
が
指
導
計
画
に
従
つ
て
各

び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
が
指
導
計
画
に
従
つ
て
各

教
科
・
科
目
を
履
修
し
、
当
該
学
年
に
お
け
る
そ
の
成
果
が
、

教
科
・
科
目
を
履
修
し
、
当
該
学
年
に
お
け
る
そ
の
成
果
が
、

教
科
及
び
科
目
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

教
科
及
び
科
目
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
並
び
に
生
徒
が
指
導
計
画
に
従
つ
て

場
合
並
び
に
生
徒
が
指
導
計
画
に
従
つ
て
総
合
的
な
学
習
の
時

総
合
的
な
探
究
の
時
間
に
お
い
て
履
修
し
、
当
該
学
年

間
及
び
総
合
的
な
探
究
の
時
間
に
お
い
て
履
修
し
、
当
該
学
年

に
お
け
る
そ
の
成
果
が
、

総
合
的

に
お
け
る
そ
の
成
果
が
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的

な
探
究
の
時
間
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

な
探
究
の
時
間
の
目
標
か
ら
み
て
満
足
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
校
長
は
、
当
該
学
年
の
学
年
末
に
お
い
て
、
そ
の

場
合
に
は
、
校
長
は
、
当
該
学
年
の
学
年
末
に
お
い
て
、
そ
の

各
教
科
・
科
目
及
び

総
合
的
な
探

各
教
科
・
科
目
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的
な
探

究
の
時
間
に
つ
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
を
認
定
す

究
の
時
間
に
つ
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
を
認
定
す

る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
単
位
修
得
の
認

る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
単
位
修
得
の
認

定
を
学
期
の
区
分
ご
と
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

定
を
学
期
の
区
分
ご
と
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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２

校
長
は
、
生
徒
の
う
ち
当
該
学
年
に
お
い
て
修
得
し
た
こ
と

２

校
長
は
、
生
徒
の
う
ち
当
該
学
年
に
お
い
て
修
得
し
た
こ
と

を
認
定
さ
れ
た
単
位
が
所
定
の
単
位
数
に
著
し
く
不
足
す
る
も

を
認
定
さ
れ
た
単
位
が
所
定
の
単
位
数
に
著
し
く
不
足
す
る
も

の
に
つ
い
て
、
当
該
学
年
の
科
目

及

の
に
つ
い
て
、
当
該
学
年
の
科
目
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及

び
総
合
的
な
探
究
の
時
間
を
再
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
総
合
的
な
探
究
の
時
間
を
再
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

２

徳
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）

新
旧
対
照
表
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
各
教
科
・
科
目

及
び
総
合
的
な
探

（
各
教
科
・
科
目
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的
な
探

究
の
時
間
）

究
の
時
間
）

第
五
条

通
信
教
育
の
各
教
科
に
属
す
る
科
目
（
以
下
「
各
教
科

第
五
条

通
信
教
育
の
各
教
科
に
属
す
る
科
目
（
以
下
「
各
教
科

・
科
目
」
と
い
う
。
）

及
び
総
合
的

・
科
目
」
と
い
う
。
）
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的

な
探
究
の
時
間
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
以
下
「
学
習

な
探
究
の
時
間
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
以
下
「
学
習

指
導
要
領
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

指
導
要
領
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
休
学
等

）

（
休
、
退
学
等
）

第
十
二
条

生
徒
の
休
学
、
復
学
、
退
学
、
再
入
学
、
留
学
、
転

第
十
二
条

生
徒
の
休
学
、

退
学

、
留
学
、
転

学
、
転
籍
、
登
校
停
止
、
除
籍
及
び
懲
戒
に
関
し
て
は
、
県
立

学
、
転
籍

、
除
籍
及
び
懲
戒
に
関
し
て
は
、
県
立

学
校
規
則
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
及
び
第
三
十
七
条

学
校
規
則
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
及
び
第
三
十
七
条

、
第
三
十
八
条
の
例
に
よ
る
。

、
第
三
十
八
条
の
例
に
よ
る
。

（
評
価
、
認
定
）

（
評
価
、
認
定
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
評
価

２

総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的
な
探
究
の
時
間
の
評
価

は
、
添
削
指
導
、
面
接
指
導
等
の
成
績
に
よ
り
、
総
合
判
定
し

は
、
添
削
指
導
、
面
接
指
導
等
の
成
績
に
よ
り
、
総
合
判
定
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
卒
業
）

（
卒
業
）

第
十
四
条

実
施
校
の
校
長
は
、
生
徒
が
次
の
各
号
に
該
当
し
、

第
十
四
条

実
施
校
の
校
長
は
、
生
徒
が
次
の
各
号
に
該
当
し
、

か
つ
、
高
等
学
校
の
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

か
つ
、
高
等
学
校
の
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
卒
業
証
明
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
卒
業
証
明
書
を
授
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

学
習
指
導
要
領
に
規
定
す
る
全
て

の
生
徒
に
履
修
さ
せ

三

学
習
指
導
要
領
に
規
定
す
る
す
べ
て
の
生
徒
に
履
修
さ
せ

る
各
教
科
・
科
目

及
び
総
合
的
な

る
各
教
科
・
科
目
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
及
び
総
合
的
な

探
究
の
時
間
を
履
修
し
た
こ
と
。

探
究
の
時
間
を
履
修
し
た
こ
と
。

四

特
別
活
動
を
三
十
単
位
時
間
以
上
履
修
し
た
こ
と
。

四

特
別
活
動
を
三
十
単
位
時
間
以
上
履
修
し
た
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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